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税務調査は、法人税や消費税、所得税、相続税など申告しなければならない税金について、申告し

た課税標準（所得・財産）や税額が正しいかどうかを確認するために所轄の税務署等によって実施さ

れます。 

 

 

 税務調査において、一般的には以下のような事項がチェックされるようです。 

＜細かくチェックされる事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

さらに最近の税務調査の傾向として、次のような点が挙げられます。 

＜税務調査の傾向＞ 

 

 

 

 

なお、特定の業種について、たとえば最近では、鉄くずなどのスクラップを売却したときの収入が

適正に計上されているか念入りにチェックされるなど、その時期によって重点項目は変わるようです。 

 

 

 税務調査の通知があっても、あわてることなく冷静沈着に対応することが要点です。そのためには、

日頃から以下の点に留意して、適正に処理することがポイントです。 

 

         

取引における領収書などの証憑書類をもとに日々記帳等をして、適時に正確に会計帳簿を

作成することがなんといっても基本です。そして会計帳簿等は１０年間保存します。このこ

とは、会社法で規定されています。 

 

          

実際の税務調査では、一連の取引の流れに沿って、厳密に調査確認がなされます。 

したがって、次のような書類は忘れずに整理保存しておかなければなりません。 

Point1 

Point2 

①売上げの計上漏れはないか（売上げの計上時期は適正か） 

②在庫や仕掛りに計上漏れはないか（仕入れの計上時期は適正か） 

③交際費は適正に処理しているか 

＊例えば、接待に伴って得意先の送迎に使ったタクシー代は交通費ではなく交際費になります。 

④固定資産は適正に計上し、処理しているか 

⑤社長などの個人資産を会社の資産に混入させていないか      など 

・社長が複数の企業を経営している場合、あるいは家族が別会社を経営しているといった場合、

それらの企業を一括して調査されることがあります。 

・関係会社間の取引について、例えば、単価の決め方など客観性・合理性があるかチェックされ

るようです。 
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・発注書や納品書、請求書、領収書など。 

請負業の場合は、請負契約書や工程書、引渡書なども必要です。 

（＊請負契約書など契約書等については、収入印紙を確認しておきます。） 

・顧客に納品した場合の受領書など、原始記録。 

・経理処理を行った根拠となる資料（法令や通達あるいは判例など） 
 

※税務調査に際して、帳簿書類や証憑書類のほかに会社概要や給与関連書類なども準備しておきましょう。 

 

 

株主総会や取締役会を開催し、その議事録を作成、保存しておかなければなりません 

（会社法で規定）。税務調査では、議事録や社内規定などは必ず確認されます。 

 

         

 会社に対する税務調査では、法人税と同時に消費税や源泉所得税および印紙税も念入りに 

調査されます。特にこれらは、会社に利益が出ているかどうかに関係なく税金が発生するため、

必ず調査されます。 

 

 そのほかにも、パソコンの中のファイルをフラッシュメモリーに取り込んで、契約書や議事録が 

後日に作成されていないか、または改ざんされていないか等の確認も行われています。 

 日頃から適時に正確な記帳を心がけ、会計処理等について不明な点は監査担当者に確認しましょう。 

 

【税務ニュースの動向】 

最近、ＦＸ取引と呼ばれる外国為替証拠金取引（Foreign Exchange）で得た所得の申告

漏れが問題となっています。ＦＸ取引は、「証拠金」という一定のお金を預けて、少額の

資金で多額の外国為替取引（ハイリスク・ハイリターン）ができるもので、外為法改正後

の金融の自由化により広く一般化されました。 

このＦＸ取引には、次の２種類の形態があります。 

①取引所取引…東京金融先物取引所を通じた『くりっく３６５（外国証拠金取引の公認市場）』取引。 

②非取引所取引…上記「くりっく３６５」を通さない仲介業者による店頭取引。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらの場合も、取引によって得た利益は「雑所得」となるのですが、 

①の場合は、申告分離課税となり一律２０％が課税されることで課税関係は終了します。 

②の場合は、総合課税となり２０万円以上の利益があれば申告が必要となります。なお、年間を通じて

損失が発生しても、他の所得との損益通算はできません。 

  

現行では、ＦＸ取引を取り扱う仲介業者は顧客の取引について、税務署に報告する必要がないこともあり、

この②によって得た所得を申告していないケースが多く、脱税したものとして所得税法違反の罪に問われた

とニュース等で騒がれているのです。 

Point3 

Point4 

書
類
例 




